
 

浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金交付要綱 
 

（目的） 
第１条 市長は、認知症の予防、認知症及び軽度認知機能障害の本人（以下「本人」とい

う。）の症状の悪化予防、その家族の介護負担の軽減、地域での認知症啓発を目的とした

認知症カフェの設置促進を図るため、認知症カフェ設置事業者に対し予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭和５

５年浜松市規則第１７号。）及びこの交付要綱の定めるところによる。 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、認知症カフェとは、本人及びその家族並びに地域住民や専門

職等の誰もが気軽に集い、認知症の予防や症状の悪化防止、相互交流、情報交換、認知

症啓発等を目的として、主体的に参加できる活動拠点であり、別表１に定める要件を全

て満たすものをいう。 
 

（補助条件） 

第３条 補助の条件は、次のとおりとする。 

(1)市税を完納していること。 

 (2)市が認証する認知症カフェとして登録されることに承諾すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

(1) 暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者  

(4) 前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その

他の団体 

(5) 前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

 

（補助対象経費） 
第４条 開設準備に係る補助の対象となる経費は、新たに設置する認知症カフェを対象と

し、別表２に掲げるものとする。 
２ 運営経費に係る補助の対象となる経費は、別表３に掲げるものとする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情等により認知症カフェの運

営を一時休止した場合は、運営経費に係る補助金は交付しない。 
 



 

（補助額） 
第５条 補助額は、次のとおりとする。 
(1)前条第１項に係る経費に対する補助額は、別表２に掲げる区分及び内容に要した経費

の合計額の２分の１又は上限額の６万円のいずれか少ない額（1円未満は切り捨てるも

のとする）を 1か所につき１回に限り交付する。 

(2)前条第２項に係る経費に対する補助額は、別表３に掲げる区分及び内容に要した経費

の合計額の２分の１又は上限額の月１万円のいずれか少ない額（1 円未満は切り捨てる

ものとする）を交付する。なお、上限額については、1か月に１回の開催の場合は５千

円とし、１か月に２回以上の開催の場合は１万円を上限額とする。 
 
（補助金の交付制限） 

第６条 第４条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補

助の対象としない。 

(1) 補助事業の実施の全部を第三者に委託する事業  

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業 

(3) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業  

(4) 公序良俗に反するおそれがあると認める事業 

(5) 市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業 

(6) 国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、

又は受ける見込みのある事業 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（第１号様式）に、次の各号

に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。 

(1)事業計画書（第２号様式） 

(2)収支予算書（第３号様式） 

(3)業務責任者・従事者届（第４号様式） 

(4)市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・

森林環境税特別徴収未実施理由書（第５号様式）等当該通知書に代わるもの 

 

（交付の決定及び条件） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付す

べきであると認めたときは、速やかに交付の決定を行い、当該申請者に対し、交付決定

通知書（第６号様式）により通知及び認証ステッカー（第７号様式）を交付するものと

する。 



 

  なお、認証を受けた事業者は、認証ステッカーを認知症カフェ内の見やすい場所に掲

示するものとする。 

２ 前項の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

 (2)補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けなければならないこと。 

(3)補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

(4)市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従う

こと。 

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合

は、市長の承認を受けなければならないこと。 

(6)補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査

に 協力しなければならないこと。 

(7)補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合において

は、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は

一部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(8)市税を完納していること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件。 

 

（変更の承認申請） 

第９条 補助金の交付申請をした者が、申請内容を変更するときには、速やかに変更承認

申請書（第８号様式）により申請しなければならない。 

 

（変更の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により変更承認申請があった場合、その内容を審査し、適

当であると認めたときは、変更交付決定通知書（第９号様式）により通知するものとす

る。 

 

（完了の報告） 

第１１条 交付額決定通知を受けた者は、事業完了後１０日以内に、完了報告書（第１０

号様式）に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。 

(1)事業実績書（第１１号様式） 

(2)収支決算書（第１２号様式） 

 

 



 

（確定の通知） 

第１２条 市長は、前条の規定により完了の報告があった場合、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、補助金の額を確定し、交付確定通知書（第１３号様式）により

通知するものとする。 

 

（請求の手続） 

第１３条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、通知書受領後１０日以内に

請求書（第１４号様式）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。 

    

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度から平成３２年度までの補

助金の交付に適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度から平成３２年度までの補

助金の交付に適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行し、令和元年度から令和２年度までの補助金の交

付に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度から令和５年度までの補助金

の交付に適用する。 

２ この要綱施行の際、従前の要綱による補助金交付期間がある場合には、従前の要綱に

よる補助金の交付を優先する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年１月１日から施行し、令和５年度の補助金の交付に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度から令和８年度の補助金の交

付に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度から令和８年度の補助金の交

付に適用する。 

 

 
 
 
 



 

別表１（第２条関係） 
区分 内容 

従事者 認知症に関する専門相談に対応できる認知症ケアまたは認知症相談の実

務経験３年以上の専門職※もしくは、キャラバン・メイトを毎回１名以上配

置すること。 

※専門職：保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、

社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者又

は認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として市が

認めた者。 
会場及び環境 (1)市内に５人以上が同時に過ごすことができ、安全面の配慮がなされた十

分なスペースがあること。 
(2)利用者が参加しやすく、安心して参加できる雰囲気があること。 
(3)認知症カフェであることがわかる案内表示を掲示すること。 
(4)認知症に関する専門相談を受けるための、プライバシーに配慮した空間

があること。 
開催頻度等 (1)月１回以上開設し、１回当たりの開設時間は２時間以上とすること。 

(2)開設日をあらかじめ決定し、地域に広く周知すること。 
運営目標 (1)本人にとって、自ら活動し楽しめる場所であること。 

(2)本人の家族にとって、わかり合える人と出会う場所であること。 
(3)地域住民にとって、住民同士の交流の場及び認知症に対する理解を深め

る場であること。 
(4)認知症に関する専門相談に応える場であること。 

連携 (1)市民ボランティア（キャラバン・メイト、認知症サポーター及び一般市

民）と積極的に連携を図ること。 
(2)本人及びその家族からの相談に対応できる人員（医療・介護の専門職、

認知症地域支援推進員等）と連携すること。 
(3)地域の活動団体と連携し、地域住民からの支援を得るよう努めること。 

実施内容 (1)認知症に関する専門相談に応じること。 
(2)宗教的、政治的活動及び営業的活動を伴わない内容であること。 
(3)法令及び公序良俗に反しない内容であること。 

留意事項 (1)本人及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重・保護に万全を期

すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知りえた秘密を漏らし

てはならないこと。 
(2)飲食の提供にあたっては、食品衛生担当課に相談すること。 

(3)運営に関する会議を年１回以上行い、認知症カフェの所在地を管轄する



 

福祉事業所の長寿支援課又は長寿保険課に配置した認知症地域支援推進

員や地域包括支援センター（高齢者相談センター）職員等の助言を得る

こと。 
(4)市が開催する認知症に関する連絡会等に可能な限り参加すること。 
(5)市と協働して、認知症施策の推進に努めること。 
(6)認知症カフェの名称は、本人及びその家族等、参加者にとって親しみや

すくわかりやすいものとすること。 
(7)認知症カフェを利用する認知症本人のニーズを把握し、本人やその家族

の視点を重視したカフェの運営に努めること。 
 
別表２（第４条関係） 

区分 内容 
需用費 茶器等の購入経費、印刷製本費、コピー代  
役務費 広告代  

工事請負費 建築・内装工事、電気配線工事、電話回線設置工事  
備品購入費 調理機器、通信機器、室内備品等の購入経費  

 
別表３（第４条関係） 

区分 内容 
報償費 講師謝礼  
人件費 従事者賃金  
旅費 研修等の参加等に係る旅費 

需用費 茶器等の購入経費、印刷製本費、コピー代、施設・備品等修繕費  
役務費 郵便料、広告代、保険加入料 等 
使用料 印刷・複写機リース料、会場借上料  
負担金 研修等の参加料  

 
  



 

第 1 号様式 
  年  月  日  

 
（あて先）浜松市長   
 

申請者 所 在 地  
名   称  
代表者氏名              

 
交付申請書 

 
浜松市認知症カフェ設置事業補助金交付要綱第７条に基づき下記のとおり申請いたします。 

記 
 
１ 補助事業の目的及び内容 
 
２ 認知症カフェの名称及び所在地(設置予定含む) 

 
 
 

３ 補助金の種別（該当するものに〇） 
 ・開設準備（開設日：    年  月  日） 
・運営    

 
４ 補助金申請額  ●●●円 ※算出基礎は別紙のとおり 
   補助事業等の経費のうち、補助金によってまかなわれる部分以外の負担方法 
 
 
 
５ 補助事業等に関して生ずる収入金 
 
 
６  市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入） 

  □ 浜松市認知症カフェ設置事業補助金交付要綱第７条の規定により、市において、

申請者の市税の納付 

又は納入状況について確認することに同意します。 



 

７ 暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市認知症カフェ設置事業補助金交付要綱補助金の交付申請にあたり、下記事

項について誓約し、承諾します。 

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」

という。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

・暴力団員等と密接な関係を有する者 

・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任

社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び

清算人をいう。）となっている法人その他の団体 

（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会

することを承諾します。 

 

８ 添付書類 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環

境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実

施理由書（第５号様式） 

（４）（申請者が市外在住者の場合）当該申請者が在住する市町村の納税証明書 

  



 

第２号様式 

  年  月  日 
 
（あて先） 浜松市長      

 
申請者 所 在 地  

名   称  
代表者氏名               

 
事業計画書 

 
次のとおり実施したいので、浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金要綱第７条の規定

により提出します。 
 

認知症カフェ名称  

事業計画 

事業内容 

※具体的に記載

してください。 

 

 

年間 

スケジュール 

※開設準備の場

合は開設までの

スケジュールも

記載してくださ

い。 

 

実施体制 

実施場所  

職員体制 

(1 回あたり） 

専門職    名 （職種            ） 

補助者    名  

計     名  

 

※添付書類：認知症カフェの宣伝チラシ、年間計画表（開催日、従事者、利用者数、内容

等がわかるもの）、その他必要とされる書類  

  



 

第３号様式 

 
  年 度   収 支 予 算 書  

 
歳 入                        
費 目  金 額 （ 円 ）  説 明  

   

   

   

   

   

計    

※ 開 設 準 備 、運 営 の ど ち ら の 経 費 に 該 当 す る か わ か る よ う に 記 載 す る こ と  

 
歳 出                        
費 目  金 額 （ 円 ）  説 明  

   

   

   

   

   

計    

※ 開 設 準 備 、運 営 の ど ち ら の 経 費 に 該 当 す る か わ か る よ う に 記 載 す る こ と  

 
上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  
 

  年   月   日  
 

                所 在 地 

                名  称 

代表者氏名                

 



 

第４号様式 

  年  月  日  
 
（あて先） 浜松市長      

 
申請者 所 在 地  

名   称  
代表者氏名              

 
業務責任者・従事者届 

 
次のとおり、浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金交付要綱第７条の規定により提出

します。 
 

責任者名 
   

従事者名 ※専門職以外の方は職種及び経験年数の記載は不要です。 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

氏名：            （職種：         ） 

認知症ケア・在宅ケアの経験年数：  年  か月 

 



 

 

第５号様式（第７条関係）

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　提出

　(あて先)  浜松市長　

住所又は所在地　　  

申請者

氏名又は名称 　　　　

代表者職氏名

連絡先担当者 （氏名） 　　　（電話）

当事業所が特別徴収を実施していない理由は下記のとおりです。
なお、下記の理由に該当しなくなった場合は、遅滞なく特別徴収への切替を申請いたします。

生年月日 生年月日

5

電話番号

電話番号

給与が少なく税額が引けない

上記1～4に該当しない
総従業員数が2人以下

事業専従者
（個人事業所のみ該当）

乙欄給与　又は
他事業所で特別徴収されている

給与の支払が不定期

担当者名

担当者名

3

4

6

上記記載内容に誤りはありません。

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象者氏名

1

2

市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書
（高齢者福祉課　浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金申請用）

記

対象者氏名特別徴収を実施していない理由

市民税課確認欄

所管課記入欄

上記記載内容について確認をお願いします。

在
　
　
　
職
　
　
　
者
　
　
　
内
　
　
　
訳



 

第６号様式 
浜松市指令  第  号  

  年  月  日  
 
 
          様 
 

浜松市長           □印      
 
 

交付決定通知書 
 
   年  月  日付申請のあった浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金として、条

件を付して補助する。 
 

金  額 
千 百 拾  万  千  百  拾  円 

        

 
    内訳   開設準備     円・運営    円 
      



 

（裏面） 

 条件 

 １ 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

 ２ 補助事業の中止又は内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

 ３ 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は市長に報告

してその指示を受けること。 

 ４ 補助事業の事業運営・経理の状況を調査し、不適当と認めたときは、当該補助金の

全額又は一部の返還を命ずる。 

 ５ 事業完了後１０日以内に別に定める様式により補助事業完了報告書を市長に提出す

ること。 

 ６ 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合にお

いては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部

又は一部に相当する金額を市に納付すること。 

 ７ 浜松市補助金交付規則第１７条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを

受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったと

きは、浜松市補助金交付規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を

市に納付すること。 

 ８ 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を

納付しない場合、浜松市補助金交付規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべ

き補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

 ９ 浜松市補助金交付規則及び浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金交付要綱に基づ

く市長の指示に従うこと。 

１０ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場

合は、市長の承認を受けなければならない。  



 

第７号様式（Ａ５） 
 

 



 

第８号様式 
  年  月  日  

 
（あて先）浜松市長 
 

申請者 所 在 地  
名   称  
代表者氏名             

 
変更承認申請書 

 
   年  月  日付浜松市指令   第   号により補助金の交付決定を受けた事

業の計画を、次のとおり変更したいので、承認されるよう申請いたします。 
 

記 
 
１ 計画変更の理由 
 
 
 
 
 
 
２ 変更の内容 
 



 

第９号様式 
浜松市指令  第  号  

  年  月  日  
 
 
          様 
 

浜松市長           □印      
 
 

変更交付決定通知書 
 
   年  月  日付で変更申請のあった浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金とし

て、条件を付して補助する。 
 

金  額 
千 百 拾  万  千  百  拾  円 

        

 
内訳   開設準備     円・運営      円 
 



 
（裏面） 

 条件 

 １ 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

 ２ 補助事業の中止又は内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

 ３ 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は市長に報告してそ

の指示を受けること。 

 ４ 補助事業の事業運営・経理の状況を調査し、不適当と認めたときは、当該補助金の全額又

は一部の返還を命ずる。 

 ５ 事業完了後１０日以内に別に定める様式により補助事業完了報告書を市長に提出すること。 

 ６ 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、

当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当

する金額を市に納付すること。 

 ７ 浜松市補助金交付規則第１７条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、

補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、浜松市

補助金交付規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。 

 ８ 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付し

ない場合、浜松市補助金交付規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金につ

いてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

 ９ 浜松市補助金交付規則及び浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金交付要綱に基づく市長

の指示に従うこと。 

１０ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承

認を受けなければならない。 
 

  



 
 
第１０号様式 

  年  月  日 
（あて先） 

 浜松市長 
 
 

所在地                      

名 称                      

代表者氏名                   

  

 
 

完了報告書 
 

     年  月  日付浜松市指令   第   号に係る事業が、下記のとおり完了し

たので、報告いたします。 
 

記 

 １ 完了の年月日 

 

 
 ２ 事業の内容・成果 

 

 

 ３ 収支の状況並びに補助事業により生ずる収入金 

 

 

 ４ 補助金交付申請書と相違した場合はその理由 
 

 

 ５ 交付確定を受けたい額 

               円 

 
 ６ 添付書類 

    事業実績書、収支決算書（見込書） 
 

 ７ その他 

 



 

第１１号様式 

  年  月  日 
 
（あて先） 浜松市長 
 

申請者 所 在 地  
名   称  
代表者氏名              

 
  

事業実績書 
 

次のとおり実施したので、浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金交付要綱第１１条の

規定により提出します。 
 

認知症カフェ名称  

所在地  

実施状況 

４月 開催回数：   回 利用者数：   人 

５月 開催回数：   回 利用者数：   人 

６月 開催回数：   回 利用者数：   人 

７月 開催回数：   回 利用者数：   人 

８月 開催回数：   回 利用者数：   人 

９月 開催回数：   回 利用者数：   人 

１０月 開催回数：   回 利用者数：   人 

１１月 開催回数：   回 利用者数：   人 

１２月 開催回数：   回 利用者数：   人 

１月 開催回数：   回 利用者数：   人 

２月 開催回数：   回 利用者数：   人 

３月 開催回数：   回 利用者数：   人 

運営会議実施状況 開催回数：   回 

※添付書類：事業状況のわかる書類（開催日、従事者、利用者数、開催月ごとの経費、内

容等がわかるもの）、運営会議実施報告書、その他必要とされる書類   



 

第１２号様式 
 

  年 度   収 支 決 算 書  
 

歳 入                       
費 目  金 額 （ 円 ）  説 明  

   

   

   

   

   

計    

※ 開 設 準 備 、運 営 の ど ち ら の 経 費 に 該 当 す る か わ か る よ う に 記 載 す る こ と  

 
歳 出                       
費 目  金 額 （ 円 ）  説 明  

   

   

   

   

   

計    

※ 開 設 準 備 、運 営 の ど ち ら の 経 費 に 該 当 す る か わ か る よ う に 記 載 す る こ と  

 
上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  
 

  年   月   日  
 

                所 在 地 

                名  称 

代表者氏名                

 



 

第１３号様式 
 

第     号  
  年  月  日  

 
        様 
 

浜松市長           □印   
 

交付確定通知書 
 
   年  月  日付の補助事業完了報告書を審査の結果、下記金額を浜松市認知症カ

フェ設置運営事業補助金として確定いたします。 
 

記 
 

金  額 

千 百 拾  万  千  百  拾  円 

        

 
内訳   開設準備     円・運営    円 
 
 



 

第１４号様式 
 

請 求 書 
 

金  額 

千 百 拾  万  千  百  拾  円 

        

 
   ただし、    年度浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金 
 
        交付確定額             円 
        今回請求額             円 
 
 
振込先 

支払 
方法 

口座払 
・ 

直接払 

口座 
情報 

銀  行   本店  当座預金 
信用金庫   支店      第     号 

    農  協   支所  普通預金 

口座 
名義 

フリガナ 

 

 
上記の金額を請求します。 
 
      年  月  日 
 
  （あて先） 
   浜松市長  
 

所 在 地  
名   称  
代表者氏名               

 


